
　 

　　 

（令和６年度決算報告） 

 

令和６年度の決算がまとまりました。 

１年間にどれだけの収入があって、何にどれだけ使ったのかを住民のみなさまにご報

告します。 

 

 

 

 

 

 

一般会計と国民健康保険など全ての会計をあわせた町の決算額は、歳入総額が 102 億

5,088 万６千円、歳出総額が 102 億 7,582 万７千円です。 

住民のみなさまのご協力のもと、令和６年度についても効果的な事業を推進すること

ができました。 

今後も歳入と歳出のバランスをとりながら、将来にわたって安定した住民サービスを

提供できるよう、健全な行財政運営に努めます。 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

歳入 歳出 差引 実質収支

4,571,758 4,478,962 92,796 92,796

1,470,180 1,451,007 19,173 19,173

879,921 877,602 2,319 2,319

136,032 132,156 3,876 3,876

314,308 314,308 0 0

収益的収支 264,841 251,640 13,201 15,036

資本的収支 43,614 65,982 △ 22,368

7,680,656 7,571,659 133,200

6,949 3,137 3,812 0

864 645 219 0

7,688,469 7,575,441 133,200

山 田 財 産 区

※水道事業会計の収益的収支の実質収支は、損益計算書による純利益です。

※小計及び合計は表示単位未満四捨五入のため、各会計の合計と一致しない場合があります。

春 日 財 産 区

合 計

また、資本的収支の差引△22,368千円は、内部留保資金等により補てんしています。
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令和６年度　会計別決算総括表 

（単位：千円）

歳入 歳出 差引 実質収支

6,728,885 6,717,927 10,958 4,480

1,412,610 1,392,589 20,021 20,021

1,325,238 1,318,982 6,256 6,256

305,764 293,305 12,459 12,459

収益的収支 336,895 335,546 1,349 △ 1,027

資本的収支 134,523 211,578 △ 77,055

10,243,915 10,269,927 △ 26,012 42,189

6,154 5,185 969 969

817 715 102 102

10,250,886 10,275,827 △ 24,941 43,260

※下水道事業会計の収益的収支の実質収支は、損益計算書による純損失です。
　 また、資本的収支の差△77,055千円は、内部留保資金等により補てんしています。
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山 田 財 産 区
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一般会計は、町の会計の中心となるものであり、町が行う事務事業の大部分を経理

する会計です。 

令和６年度決算は、歳入 67億 2,888 万５千円、歳出 67億 1,792 万７千円で、歳入

歳出差引額（形式収支）は 1,095 万８千円の黒字となりました。 

また、翌年度へ繰り越すべき財源 647 万８千円を差し引いた実質収支は、448 万円

の黒字となりました。 

本年度につきましては、令和５年度の剰余金があったことや、ふるさと太子応援基

金を各事業の財源として取り崩して使用したことで、最終的に黒字決算となりまし

た。しかし、ふるさと太子応援基金は、ふるさと納税の寄付金を財源とする基金であ

ることから、継続的で安定した財源とはいえず、町の財政状況が改善したとはいえま

せん。 

今後も財源不足が発生することが懸念されることから、財政の健全化に向け、歳入

の確保や歳出の抑制に取り組みます。 

●入ってきたお金（歳入） 67 億 2,888 万５千円  

歳入総額は、67 億 2,888 万５千円で、前年度と比べ３億 5,367 万９千円、5.5％の増

となりました。 

　歳入の内訳を見ると、最も大きいのが地方交付税の 20 億 7,758 万７千円で前年度と

比べ１億 3,271 万６千円増加、２番目にみなさまから納めていただいた町税の 13 億

2,768 万９千円で、前年度と比べ 6,000 万６千円減少、次いで、国庫支出金の 10 億 8,106

万６千円で、前年度と比べ１億 3,359 万６千円増加しました。 

　また、歳入は自主財源と依存財源に区分することができます。自主財源の多寡は市町

村の財政運営の自主性、安定性に影響を与えます。 

　町税のほか手数料や使用料、負担金など町が自主的に調達できるお金を自主財源とい

い、22 億 5,079 万５千円の収入がありました。 

　一方、国から交付される地方交付税や国庫支出金、大阪府から交付される府支出金、

町の借金である町債などは依存財源といい、44 億 7,809 万円の収入がありました。 

　令和６年度は、国施策である定額減税により、自主財源である町税が減税され、依存

財源である地方特例交付金で補てんされたこと、ふるさと太子応援基金寄付金の減少等

が要因となり、前年度より依存財源の占める割合が大きくなっており、依然として外的

要因の影響を受けやすい不安定な財政構造となっています。 

 

 １．一般会計の状況

 歳入の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）



●使ったお金（歳出） 67 億 1,792 万７千円  

歳出総額は、67 億 1,792 万７千円で、前年度と比べ５億 4,629 万７千円、8.9％の増

となりました。 

歳出決算額を行政目的別に分類したものが次の表です。 

民生費、総務費、教育費で歳出全体の約８割を占めており、次いで衛生費、公債費、

消防費、土木費の順で、これらで歳出全体の９割以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会費 町議会の運営に係る経費 85,650 (1.3)

総務費
町の人事、企画、財政、徴
税、戸籍、統計などの全般的
な管理に係る経費

1,888,394 (28.1)

民生費
高齢者・障がい者・児童福祉
など住民福祉の増進に係る経
費

2,414,591 (35.9)

衛生費
健康診断や母子保健などの保
健衛生及びゴミ処理などの環
境衛生に係る経費

457,126 (6.8)

農林水産業費 農業振興などに係る経費 64,276 (1.0)

商工費 商工業や観光振興に係る経費 67,859 (1.0)

土木費
道路や河川、公園等の維持・
整備などに係る経費

283,483 (4.2)

消防費
消防や救急、災害対策などに
係る経費

320,943 (4.8)

教育費
幼稚園や小中学校、生涯学
習、文化財保護などに係る経
費

752,170 (11.2)

災害復旧費
災害によって生じた被害の復
旧に要する経費

584 (0.0)

公債費
町債（借金）を返済する元金
と利息

382,851 (5.7)

合計 6,717,927 (100)

（　）は構成比

 　歳出の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）



 

本町が令和６年度に実施した主な新型コロナウイルス感染症対策事業及び物価高騰

対応重点支援事業は次のとおりです。 

(単位：千円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．新型コロナウイルス感染症対策事業及び物価高騰対応重点支援事業

区　　分 事 業 費

定額減税補足給付金給付事業 120,545

公共施設等利用券配布事業 9,128

町会・自治会物価高騰対策（加入1世帯あたり5,000円給付） 12,960

令和5年度非課税世帯7万円給付 5,942

令和5年度均等割のみ課税世帯10万円給付
（子ども1人あたり5万円加算）

22,230

令和6年度非課税世帯または均等割のみ課税世帯10万円給付

（子ども1人あたり5万円加算）
26,659

令和6年度非課税世帯3万円給付

（子ども1人あたり2万円加算）
39,791

衛 生 費 （国制度事業）新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 45,609

282,864

事 業 内 容

事 業 費 合 計

総 務 費

民 生 費



●国民健康保険 

　国民健康保険に加入する人の保険料や医療費に対する保険給付などの収支を経理す

る会計です。 

令和６年度決算は、歳入 14 億 1,261 万円、歳出 13 億 9,258 万９千円で、実質収支は

2,002 万１千円の黒字となりました。 

歳入の主なものは、国民健康保険料が３億 1,385 万円、府支出金が９億 4,506 万４千

円、そのほか一般会計からの繰入金などがあります。 

歳出の主なものは、保険給付費が９億 1,406 万６千円、国民健康保険事業費納付金が

４億 2,268 万２千円、そのほか保健事業費などがあります。 

　生活習慣病の予防や早期発見のため、毎年特定健康診査等を受診して健康チェックを

しましょう。 

 

●介護保険 

介護保険の第１号被保険者に対する保険料や介護サービスの給付などの収支を経理

する会計です。  

令和６年度の決算は、歳入13億2,523万８千円、歳出13億1,898万２千円で、実質収

支は625万６千円の黒字となりました。  

歳入の主なものは、介護保険料で３億894万４千円、そのほか介護保険法で定められ

た国、府及び町等の負担割合による収入などがあります。  

歳出の主なものは、介護サービスの保険給付費で12億1,322万３千円、そのほか介護

予防・日常生活支援総合事業や認知症総合支援事業を含む地域支援事業費などがあり

ます。 

これからも、ご自身の持っている「体力」「知力」を維持し、いつまでも元気で自

立した生活を送るために、介護予防・健康の維持増進に努めましょう。 

 

●後期高齢者医療保険 

75歳以上及び一定の障がいがあると認定された65歳以上の人が加入する医療保険制

度の会計です。 

令和６年度決算は、歳入３億 576 万４千円、歳出２億 9,330 万５千円で、実質収支は

1,245 万９千円の黒字となりました。 

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料で２億 4,921 万１千円、そのほか一般会計

からの繰入金などがあります。 

歳出の主なものは、大阪府後期高齢者医療広域連合への納付金２億 8,864 万８千円で

す。 

健康診査では生活習慣病に加え、加齢に伴う心身の衰え（フレイル）等のチェックも

できますので、現在、生活習慣病で通院されている方も積極的に受診してください。 

 

 

 ３．主な特別会計等の状況



●下水道事業 

　下水道の排水・処理施設の整備や、各家庭や事業所などから排出される汚水の処理・

管理に係る収支を経理する会計で、他の会計とは異なり企業会計方式で行っています。 

　令和７年度３月末の普及率 93.7％、水洗化率 91.9％となりました。 

（収益的収支） 

　下水を処理するための下水道使用料などの収入と維持管理にかかる経費などの支出

で、収益的収入３億 3,689 万５千円、収益的支出３億 3,554 万６千円となりました。 

（資本的収支） 

　下水道などの整備するための企業債や国庫補助金などの収入と企業債償還金や施設

更新などの支出で、資本的収入１億 3,452 万３千円、資本的支出２億 1,157 万８千円と

なり、差し引き 7,705 万５千円の不足は、内部留保資金などで補てんしました。 

　下水道は、生活環境の向上と河川などの水質保全を図るための施設です。公共下水道

が使える区域で下水道に接続されていない住宅などについては、早急に公共下水道接続

工事をお願いいたします。  



●基金積立金と町債残高 

町の貯金である積立金残高は、40 億 9,587 万９千円と３億 2,617 万３千円（前年度

比 8.7％）増加しました。 

なお、令和６年度は、「公共施設整備基金」から 3,947 万円を、庁舎維持管理事業へ、

また、「ふるさと太子応援基金」から２億 909 万８千円を、企画一般事業、大阪・関西

万博関連事業、学校給食運営事業、教育振興事業などにそれぞれ充てるため、取り崩し

を行いました。 

一方、町の借金である町債残高は、50 億 7,603 万３千円と２億 7,520 万２千円　　

（前年度比 5.1％）減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 ４．町の財政指標など



●経常収支比率 

経常収支比率は、よく一般家庭のエンゲル係数にも例えられたりしますが、財政運

営の弾力性を表す指標です。令和６年度の町の経常収支比率は 94.0％で、前年度と比

べ 0.6 ポイント悪化（増加）し、依然として柔軟な財政運営が可能な水準とは言えな

い状況です。 

 

 

※令和６年度の府内町村平均及び類似団体平均については、令和７年９月末時点で 

　未公表のため反映されていません。 

 

 

 



●財政健全化法に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 

早期健全化基準以上となった健全化判断比率及び経営健全化基準以上となった公営

企業会計はありませんでした。 

しかしながら、今後、施設の老朽化対策など多額の経費が必要となり、町債や基金

の財源充当により、公債費の増加や基金の減少が見込まれます。そのため、健全化判

断比率の悪化が懸念されることから、計画的な事業実施が必要となります。 

また、下水道事業の資金不足比率については、資金不足が発生していないものの、

一般会計から下水道事業会計へ赤字補てんし、財政運営を行っていることから、下水

道事業の収支改善に向けた取り組みも必要となります。 

 

 

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合、及び実質公債費比率又は将来負担比率

が算定されない場合は、「－」と表示しています。 

※資金不足比率については、資金不足額がないため、「－」と表示しています。 

※将来負担比率及び資金不足比率に財政再生基準はありません。 

※水道事業については、平成 29 年度より大阪広域水道企業団に経営統合されたことか

ら、算定対象外となりました。 

 

 

 健全化判断比率

 （単位：％）

 
　

実質 

赤字比率

連結実質 

赤字比率

実質公債費 

比率

将来負担 

比率

 令和６年度決算 

に基づく比率
－ － 4.2 －

 
（早期健全化基準） (15.00) (20.00) (25.0) (350.0)

 
【財政再生基準】 【20.00】 【30.00】 【35.0】 　

 資金不足比率

 
（単位：％）

 
　 下水道事業

 令和６年度決算 

に基づく比率
－

 
（経営健全化基準） (20.0)



 

　町では、これまで行財政改革を通じて、スリムな行財政運営に努めてきました。 

　しかしながら、地方分権や社会情勢の変化に対応するためには、安定した財政を維持

しつつ効果的・効率的な行政運営を推し進める必要があります。 

　今後、「人口減少」、「税収減」が見込まれる中、持続性のある行財政運営と公共サー

ビスを両立させるため、さらなる業務の効率化に取り組むとともに、質の高い住民サー

ビスを提供するため、健全な行財政運営に努めます。 

 

 

 ５．行財政運営の取組状況 

 問
い
合
わ
せ
先

財政全般・一般会計・財産区会計に関すること 総務財政課 ９８－０３００

 国民健康保険・後期高齢者医療会計に関すること 保険医療課 ９８－５５１６

 介護保険会計に関すること 福祉介護課 ９８－５５１９

 下水道事業会計に関すること 環境農林課 ９８－５５２２


